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                田中会計事務所ニュース  

発行： 田中会計事務所（改正『労働基準法』･振替日） 

 

★ N e w s  改 正 『 労 働 基 準 法 』→ 平成 22 年 4 月 1日・施行 

 平成 20 年(2008 年)12 月 12 日公布された改正労働基準法 (労働基準法の一部を改正する法律)が、

平成 22 年 4 月 1日施行されます。時間外労働の削減・年次有給休暇の有効活用など｢３６協定｣拡充

を柱とする今回の改正の概要と、併せて『労働基準法』の原則を確認します。 

 

 

 

労働時間 １日・８時間以内、１週間・４０時間以内 ※ 割増賃金の割増率 25％ 

※ 時間外労働が深夜労働(注)と

重なる部分  25％＋25％＝50％

 労働時間６時間超の場合…４５分以上   

労働時間８時間超の場合…１時間以上 

休 日 毎週１日 又は ４週を通じて４日以上 ※ 割増賃金の割増率 35％ 

                              （注  午後 10 時から午前 5 時までの深夜労働の割増率 25％） 

 □ 時間外労働協定（３６協定）  

期 間 限度時間 

１週間 １５時間

２週間 ２７時間

４週間 ４３時間

１箇月 ４５時間

２箇月 ８１時間

３箇月 １２０時間

１年間 ３６０時間

   『労働基準法』第 36 条に定める労使協定であることから｢サブ   【法定の限度基準】 

ロク協定｣と呼ばれる。 

    時間外・休日労働は､労働者(過半数)との労使協定があり､行 

政官庁に届け出た場合認められる｡ 時間外労働について理由･ 

対象者や限度時間（法定の限度基準の範囲内）を詳しく定める。 

  

□ 特別条項付き３６協定 

３６協定の特別条項では、限度時間を超える労働の「特別な 

な理由｣｢特別延長時間｣等を定める。 

 

 

 □ 限度時間を超える時間外労働の労使による削減 

    ｢特別条項付き時間外労働協定｣で、限度基準告示上の限度時間を超える時間外労働に対する

割増賃金率につき、法定（25％以上）を超える率を定める努力義務            

□ 法定割増賃金率の引上げ          【中小企業は、当分の間、適用猶予】 

    1 ヶ月 60 時間を超える時間外労働 … 割増賃金率 50％以上に引上げ 

 □ 代替休暇制度の創設            【中小企業は、当分の間、適用猶予】 

    改正法による割増賃金率の引上げ分の支払いに代えて、有給休暇の付与が可能になる。 

 □ 年次有給休暇の有効活用 

    労使協定で、年次有給休暇を１年に５日分を限度として時間単位で取得できるようになる。

 

 

 

 

 

 

 

 

○日本人の約 3 人に 1 人が悩んでいる(ｳｪｻﾞｰﾆｭｰｽ

調査)花粉症の季節です。ご自愛下さい。 

〒462-0844 名古屋市北区清水 2-19-9 
 田中会計事務所 税理士 田中育雄 

TEL052-915-8902  FAX 052-911-8259 
http://www.tanaka-kaikei.co.jp/ 

★ Memo 確定申告・振替納税日 

確定申告の振替納税による振替日は、次の 
とおりです。引落口座の残高にご注意下さい。

・申告所得税  振替日 4 月 22 日(木) 

・消費税    振替日 4 月 27 日(火) 

 

＜2010 年＞

休 憩 

労働時間・休日に関する『労働基準法』の原則

改正『労働基準法』の概要 
中小企業も適用

 


